
［標準様式例４-２］

契 約 変 更 年 月 日 令和7年1月29日

契 約 業 者 名 日本工営（株） 東京支店

契 約 業 者 の 住 所 東京都千代田区麹町五丁目４番地

業 務 の 名 称 Ｒ５那珂川下流部堤防詳細設計業務

業 務 場 所 茨城県水戸市中河内町地先他１箇所

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和6年5月22日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和7年3月24日

変 更 前 の 契 約 金 額 32,065,000円(税込)

変 更 金 額 +38,104,000円(税込)

変 更 後 の 契 約 金 額 70,169,000円(税込)

変 更 理 由

（　第１回　、最終　）契約変更の内容

1. 高水護岸詳細設計（減）
2. 堤防嵩上げ設計（減）
3. 築堤概略設計（増工）
4. 国田地区浸水対策施設詳細設計（増工）
5. 国田地区浸水対策施設修正設計（増工）
6. 大場遊水地地盤改良設計（増工）
7. 落江排水樋管支障物移設設計（増工）
8. CCTV 移設設計（増工）
9. 下江戸地区浸水対策検討（増工）
10. 勝田地区堤防修正設計（増工）
11. 三次元モデル作成（増工）
12. 河道掘削詳細設計（増工）
13. 下国井地区設計図書作成（増工）
14. 履行期間延長

1. 高水護岸詳細設計
　精査の結果、数量を変更（減）する。
2. 堤防嵩上げ設計
　精査の結果、数量を変更（減）する。
3. 築堤概略設計
　関係機関協議により、堤防の概略設計を行う必要性が生じたため変更（増工）
4. 国田地区浸水対策施設詳細設計
　関係機関協議により、詳細設計を行う必要性が生じたため変更（増工）する。
5. 国田地区浸水対策施設修正設計
　現地状況を精査し、修正設計が必要となったため変更（増工）する。
6. 大場遊水地地盤改良設計
　地質状況を精査した結果、築堤工事に際して地盤改良の設計が必要になったため変更（増工）する。
7. 落江排水樋管支障物移設設計
　関係機関協議により、排水樋管の周辺施設について移設設計が必要になったため変更（増工）する。
8. CCTV 移設設計
　現地調査の結果、CCTV の移設設計が必要な箇所が発生したため変更（増工）する。
9. 下江戸地区浸水対策検討
　関係機関協議により、洪水時の浸水対策について検討が必要になったため変更（増工）する。
10. 勝田地区堤防修正設計
　関係機関協議により、堤防及び付帯施設等の修正設計が必要になったため変更（増工）する。
11. 三次元モデル作成
　水戸市上国井町地先において受注者よりBIM/CIM 活用に係る協議があったため変更（増工）する。
12. 河道掘削詳細設計
　現地調査の結果、河道掘削設計を行う必要が生じたため変更（増工）する。
13. 下国井地区設計図書作成
　現地調査の結果、河道掘削工事に係る図面及び数量計算を行う必要が生じたため変更（増工）する。
14. 履行期間
　履行期間について、上記の変更により履行期間を延伸する必要が生じたため、履行期間を５２日延伸
し、令和７年３月２４日までとする。



［標準様式例４-２］

契 約 変 更 年 月 日 令和7年3月21日

契 約 業 者 名 日本工営（株） 東京支店

契 約 業 者 の 住 所 東京都千代田区麹町五丁目４番地

業 務 の 名 称 Ｒ５那珂川下流部堤防詳細設計業務

業 務 場 所 茨城県水戸市中河内町地先他１箇所

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和6年5月22日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和7年3月24日

変 更 前 の 契 約 金 額 70,169,000円(税込)

変 更 金 額 +2,552,000円(税込)

変 更 後 の 契 約 金 額 72,721,000円(税込)

変 更 理 由

（　第２回　、最終　）契約変更の内容

1.国田地区浸水対策施設修正設計（増）

2.下江戸 地区 浸水対策検討(増）

1.国田地区浸水対策施設修正設計
 現地調査の結果、擁壁の線形、現場打擁壁の修正設計を行うことが必要となったことから変
更（増）する。

2.下江戸 地区 浸水対策検討
 検討の結果、水理解析（平面二次元流況解析）が必要となったことから変更（増）する。

3.履行期間
 履行期間については第１回変更のとおり令和７年３月２４日までとする。


